
① ①検査代金を事前にお振込下さい。
＊振込明細書にて入金確認を行います。

②弊社ウェブサイトより
「路上使用適格性検査申込書」を
ダウンロード下さい。
JEVIC窓口にも準備しています。

③申込書に必要事項を記入していただき
振込明細書とa.輸出抹消仮登録証明書
又は、b.輸出予定届出証明書の３点を
窓口へ提出してください。
＊申込はFAXでもお受けしますが、
振込明細書とa.輸出抹消仮登録
証明書又は、b.輸出予定届出証明書
の原本は、検査証明書発行前に
ご提示または郵送ください。

④振込み明細書、及び輸出抹消仮登録
証明書又は、輸出予定届出証明書
の原本は確認後ご返却いたします。

⑤ ⑤検査施設と時間の調整を行います。

⑥路上使用適格性検査通知書、及び
領収書を発行します。

検査車両搬入
⑦検査通知書（⑥）記載の検査会場に
車両を搬入していただきます。

⑧検査合格後、証明書を発行します。

⑨検査不合格の場合、不適合レポート；
Non-Conformity Report(NCR)を発行
いたします。

注記：
１．検査申込時、輸出抹消仮登録証明書又は、輸出予定届出証明書の原本提出が不可能な場合は、輸出抹消仮登録証明書、
　　輸出予定届出証明書のコピー、又は一時抹消登録証明書で対応可能。
　　なお、輸出抹消仮登録証明書又は、輸出予定届出証明書の原本は検査証明書の発行を行うまでに提出(確認後返却)願います。
　　原本の提出なき場合、検査証明書の発行は行いません。

２．検査をキャンセルされる場合は、検査申込を行った受付窓口に検査予定日の前日１５時までにご連絡願います。
　　検査予定日の前日１５時以降のキャンセル(*)につきましては検査料金のご返却はいたしません。
　　なお、検査料金、及びケニア管理費の返却につきましては振込み手数料を差し引いた金額をご指定いただいた銀行口座に振込み
　　いたします。 (*)当日の日程変更によるキャンセル含む

３．検査証明書の交付につきましては、検査申込を行って頂いた受付窓口にて検査合格の翌日13時以降となります。
　　また、検査証明書等を郵送にて受取りご希望のお客様につきましては送料着払い、もしくは返信用封筒を予めご用意願います。

４．再検査の申込につきましては、NCR(不適合レポート）を検査不合格時にお渡しする際、再検査希望日を検査員又は、
　　検査申込みをしていただいた窓口までご連絡下さい。
　　また、再検査料金が発生する場合は、入金確認が出来次第、再検査料金の領収書を発行いたします。

検査申込み受付時間：平日（土･日･祝日を除く）の 09:00 ～ 15:00
検査証明書・領収書等の受取り可能時間 ： 平日（土･日･祝日を除く）の 09:00 ～ 17:00
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